
市政だより等発行計画および配送日程表（令和８年度）
仙台市広報課　℡２１４－１１５０　　　　　　（令和８年１月現在）

月 R8.4 R8.5 R8.6 R8.7 R8.8 R8.9 R8.10 R8.11 R8.12 R9.1 R9.2 R9.3 R9.4

日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

３
／
27

４
／
28

５
／
29

６
／
26

７
／
29

８
／
28

９
／
28

10
／
29

11
／
27

12
／
24

１
／
29

２
／
26

３
／
29

●青葉区・宮城野区・太白区の区民まつりパンフレットは同時配布の対象外となります。詳細は各区まちづくり推進課にお問い合わせください。

●大変恐れ入りますが、各世帯には原則として毎月5日までにお配りくださるようお願いします。

市議会

泉区

○○ ○○ ○

○ ○○ ○
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○ ○

水道
市議会
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市議会  健診

○ ○

　県政だより（奇数月）

健診 市議会

○ ○

○

●市政だより等は配送日の午前８時から午後６時までにお届けします。市内4,000カ所以上に一斉に配送するため、お届け時間帯のご希望に添えない場合がありますので、あら
かじめご了承ください。

●道路の混雑状況等により、配送時間が遅くなることがあります。地域住民の皆さんが集まって仕分け作業等を行う場合は、作業開始を午後の遅い時間にするなど、余裕を持った
スケジュールを組んでいただくようご協力をお願いします

○ ○

　　発行日

　配送日（配送担当の方のお宅
に届く日）

　　市政だより（毎月）

　市議会だより（4回）
　仙台の水道（2回）
　健診のご案内（1回）

　区民まつりパンフレット（1回）
（お住まいの区の分のみ配布）

○


